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町民税務課から町民税務課からののお知らせお知らせ町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ吉野税務署から吉野税務署からののお知らせお知らせ吉野税務署からのお知らせ吉野税務署からのお知らせ

町・県民税の公的年金からの引き落とし（特別徴収）について

吉野税務署で確定申告の相談等を希望される方へ
▶確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。

▶「入場整理券」の配付方法は、オンライン（ＬＩＮＥ）での事前発行または当日配付の２通りです。（当日配付分
は、状況により早めに配付を終了する場合があります。）

●相談の状況や内容により、長時間お待ちいただくことがあります。●「検温」「マスクの着用」「手指の消毒」等

の感染症対策にご協力ください。●発熱等の症状のある方や、体調のすぐれない方は、入場をお断りします。

●ボールペンなどの筆記用具・計算器具等はご持参ください。●確定申告会場では、スマートフォンを利用し

た申告書の作成を推進しています。

！

「国税庁ホームページ」へアクセス
STEP
1

税務署に行く手間がかかりません
確定申告期間中は24時間いつでも利用できます

確定申告

スマートフォンで所得税の
確定申告書が作成できます

申告書を作成
STEP
２

申告書を提出
STEP
3

画面の案内に従って入力すれば、税額などが自動
計算され、簡単・便利に作成することができます

国税庁ホームページからe-Taxで送信

印刷して郵送等で提出

確定申告書の
作成はこちらから

コンビニ等のプリントサービス（有料）でも印刷できます。

e-Taxの送信方法は２通り

マイナンバーカード方式
1

ID・パスワード方式
2

①マイナンバーカード

②マイナンバーカード
対応のスマホまたはIC
カードリーダライタ

①ID（利用者識別番号）

②パスワード（暗証番号）

確定申告会場で、既にID・パスワード方式の届出を提出さ
れた方は、 申告書控えと一緒に受け取った「ID・パスワード
方式の届出完了通知」をご確認ください。

ID・パスワード方式はマイナンバーカード等が普及するまでの暫
定的な対応です。マイナンバーカードの早期取得をお願いします。

または

ID・パスワード方式に
対応したID・パスワード

スマホ専用画面で
見やすく操作が簡単

令和４年分（令和５年１
月以降）から青色申告
決算書・収支内訳書
がスマホで作成可能
となり、更に便利に

画面の案内に沿って
入力するだけで自動
計算

カメラで給与所得の
源泉徴収票を読み
取り自動入力

パシャリ

ご自宅等からスマホ・パソコンによる“e-Tax”をご利用ください

確定申告会場は、大変混雑します。感染症対策の観点からも、確定申告は、スマホからがおすすめです。

令和４年分 所得税及び復興特別所得税・贈与税の確定申告は、3月15日（水）までです

ID・PWが目印

令和5年度の年金所得に対する納税額の徴収方法
前年中（令和4年中）の年金所得の金額から計算し

た税額の２分の１を令和5年４月、６月、８月の３回に
分けて引き落とし

確定した令和5年度年税額から仮徴収税額を控除
した残額を、同年10月、12月、翌年２月の３回に分
けて引き落とし

※詳しくは、６月頃に送付する納税通知書にてご確認ください。

仮
徴
収

本
徴
収

65歳以上の公的年金を受給している方で町県民税を納

税する義務のある方については、平成28年10月から町

県民税の公的年金からの引き落とし（特別徴収）が始ま

りました。これにより町県民税は、公的年金の支払いをす

る年金保険者（社会保険庁など）が年金から引き落とし、

町に納められています。

令和5年度も引き続き特別徴収を行いますのでよろしく

お願いします。

▶予約の申込方法
年金相談のご予約は、相談希望日の１か月前から２日
前まで、相談ご希望の年金事務所等の予約専用ダイ
ヤルにて受け付けています。

奈良年金事務所　℡０７４２（35）１３７５
大和高田年金事務所 ℡０７４５（22）３５３３
桜井年金事務所 ℡０７４４（46）０９７８
奈良年金相談センター ℡０７４２（36）６５０１
【受付日時】平日８時30分～17時15分

※この電話番号は、予約のみの専用ダイヤルですので、
相談はお受けできません。

廃車手続きをお忘れなく
原動機付自転車・軽自動車を廃車したとき

は、廃車手続きを忘れずに済ませてくださ

い。手続きを忘れていると、実際に原動機

付自転車・軽自動車を所有していなくても、

毎年４月１日現在で軽自動車税が課税さ

れます。他の市町村に転出される方で、原

動機付自転車を所有している方は、標識

（ナンバープレート）の交換が必要です。

３月末は、決算期や自動車税の賦課期
日の終期等の影響で、廃車や名義変
更などの申請が集中し、窓口が混雑し
ます。各種手続きはできるだけ早めに
すませましょう。

車　　種 手 続 き を す る と こ ろ 持ち物

役場　町民税務課

℡（32）3081

標識

印鑑

原動機付自転車（125cc以下）

小型特殊自動車

軽二輪車
（125ccを超え250cc以下のもの）

小型二輪車
  （250ccを超えるもの）

軽自動車
（軽四輪・軽三輪）

軽自動車検査協会奈良事務所
大和郡山市額田部北町980-３
℡050（3816）1845

近畿運輸局奈良運輸支局
大和郡山市額田部北町981-２
℡050（5540）2063

▶軽自動車の各種手続き案内

　軽自動車検査協会　　　　　　
　ホームページ

▶自動車の各種手続き案内
　奈良運輸支局ヘルプデスク
　（音声・FAXサービス）
　℡050（5540）2063

左
記
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▶予約の際の必要事項
相談される方の ⒈ お名前・基礎年金番号
　　　　　　　 ⒉ ご連絡先の電話番号
　　　　　　　 ⒊ 主な相談内容

※予約の混雑状況により、ご希望の日時を調整させてい
　ただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◆お問い合わせ
大和高田年金事務所 ℡０７４５（22）３５３１
町民税務課　年金担当
NTT…℡（32）３０８１内線12４  IP直通…℡（39）９０６３

年金相談のご予約は各年金事務所の予約専用ダイヤルへ
奈良県内の年金事務所の予約制による年金相談は「年金相談予約専用ダイヤル」で受付します
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